
平成 26年 3月 31日時点 
 

市民後見推進事業の概要 

 

 

市区町名 習志野市 

 

事 業 区 分 （２）市民後見人の活動を安定的に実施するための組織体制の構築 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名： 

委託内容： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民後見推進検討委員会の開催 

 ＜委員会構成員＞14名 

   ＮＰＯ法人代表、医師、弁護士、司法書士、社会福祉士、 

   市社会福祉協議会職員、地域包括支援センター職員、 

障がい者相談支援事業所職員、市職員 

 

 ＜検討内容＞ 

   ・市民後見人の定義 

   ・市民後見人の活動内容、育成・支援方法 

   ・成年後見制度普及への取り組み 

   ・成年後見制度に関する現状、ニーズ把握 

    

 ＜権利擁護ニーズ調査＞ 

  （対象） 

高齢者や障害者に関わりを持つ事業所や団体、制度ボランティア 

  （調査内容） 

   ・成年後見制度の利用状況等 

   ・成年後見制度に関する意見、普及啓発についての意見 

   ・市民後見に関する意見 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

25年5月  第1回 検討委員会開催 

   7月  権利擁護ニーズ調査実施 

   8月  第2回 検討委員会開催 

  11月  第3回 検討委員会開催 

        講師の講演会を含む 

  12月  第4回 検討委員会開催 

26年2月  第5回 検討委員会開催 

   3月  最終報告書の完成・公開 

備      考 
 

 

 

別添 


